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①第三者評価機関名 特定非営利活動法人よこはま地域福祉研究センター 

 

②施設・事業所情報 

■名称 スターチャイルド《白楽ナーサリー》 

■種別 保育所 

■代表者氏名 施設長 新場晴美 

■定員（利用人数） 63 名 

■所在地  神奈川県横浜市神奈川区六角橋 2－16－9 

■TEL 045－488－5021 

■ホームページ http://www.starchild.jp/ 

【施設・事業所の概要】 

■開設年月日 平成 30 年（2018 年）年 4 月 1 日 

■経営法人・設置主体 ヒューマンスターチャイルド株式会社 

■職員数（常勤） 13 名 

■職員数（非常勤）  7 名 

■専門職員（名称別） ・施設長 1 人 

 ・保育士 14 人 

 ・栄養士 1 人 

 ・調理員 2 人 

 ・事務員 1 人 

■施設設備の概要 ・保育室数 6 

 ・設備等 

園庭、調理室、調乳室、沐浴室、乳児トイ

レ、幼児トイレ、多機能トイレ、事務室兼

医務室、更衣室、ラウンジなど 

 

③理念・基本方針 

【運営理念】わたしたちは、かかわるすべての人が子育ての楽しさ、喜び、感動を共有できる保育施設を

運営します。 

【保育理念】わたしたちは、子どもの無限の可能性を信じ、意欲を引き出し、伸ばす保育を実践します。 

施設情報 
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【保育目標・方針】 

（1） 良く考え、心身ともにたくましい子（自立と挑戦を支援します） 

（2） 個性豊かな子          （個性を尊重し長所を伸ばします） 

（3） やさしさと思いやりのある子   （社会性＝人と関わる力を身につけます） 

④施設・事業所の特徴的な取組 

・散歩では岸根公園を始め多数の公園や神社などに出かけ戸外で遊び、自然に触れています。買い物で訪

れる六角橋商店街等では地域の人々と挨拶を交わしています。 

・子どもが好きな遊びを見つけ、友達と一緒に遊べる楽しさを感じられるよう、環境構成をしています。 

・英語教室は、外国人講師と他国の言葉や文化に触れ、体操教室は身体能力を高める活動を行っています。 

・神奈川大学人間科学専門ゼミとの共同研究として「大学生と子どもが遊び、共に育つ『共育』」に取り組

んでいます。学生指導のもと、子どもは一緒に運動遊びを行い、睡眠・活動などの調査を実施し、今後

は、子どもたちの発達を促す環境や保育内容に活かしていく予定です。学生は、保育参観、給食参加な

ど年間１５回にわたって園を訪れ活動をしています。共同研究ミーティングでは施設長、法人、大学教

授などが参加し保育参観の振り返りやアンケート集計の報告、今後の活動等が話し合われています。 

・法人のプライバシーマーク取得に伴い「プライバシーマークガイドライン」を学び、職員全員が「教育

確認テスト」を行い、個人情報保護法を認識するよう取り組んでいます。 

⑤第三者評価の受審状況 

■評価実施期間 2020.5/7 （契約日）～ 2020.11/5 （評価結果確定日） 

■受審回数（前回の受審時期）       回（    年度） 

 

 

 

【特に評価が高い点】 

 

◆保育の質の向上への取り組み 

 施設長は、日々頻繫に現場に足を運び、保育室の様子や保育日誌で保育の質の現状を確認し、指導計

画との齟齬、子どもの接し方などについて確認しています。評価・分析して気になった点は、フロアリ

ーダーと連携して話し合い、昼礼や会議で職員に周知しています。また、園の年間指導計画や保育日

誌、研修報告書等は、PDCA を記載する様式となっています。日常の業務の中で職員が P（計画）D（実

践）C（評価）A（見直し）を用いて身につけられるよう、常に保育の質の向上に取り組んでいます。 

 

◆職員の人材育成 

 園は、職員の希望やスキルに合わせた施設長のアドバイス等で社内や社外の各研修の受講を決め、人材

育成計画に基づいた法人主催の階層別研修、スキルアップ研修、認定研修を実施しています。園では、月

１回園内研修を実施し、「居心地の良い環境作り」「時間を意識した業務」等のテーマで職員が改善策を検

討して、職員のスキルアップや保育の質の向上に結び付けています。更に、研修で学んだ事を職員に周知

する「伝達研修」は、学んだ職員が教える事で学び直す機会として力を入れています。今年度は保育の実
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践に有効なオンライン研修を多数実施して職員の人材育成に努めています。 

 

◆地域交流活動への取り組み 

 園は地域福祉のニーズに応えるべく、開所前の設計の段階から、外階段で直接入ることができるラウン

ジ（交流スペース）を設け、ゆったりくつろげるラウンジで「子ども食堂」を開催するなどの地域交流に

取り組んでいます。地域子育て支援では、育児講座、交流保育、園庭開放、一時保育の受け入れをしてい

ます。自治会に加入するなど、地域に根ざした保育運営を心掛けています。子どもたちは地域の人々と一

緒に夏祭りやキャンドルナイト、老人会等の行事に参加するなど、地域で様々な体験をしています。園は、

中長期計画に「地域交流推進」を掲げて活動を活性化させる準備を整えてきましたが、現在は、コロナ禍

で停滞しています。開設から 3 年目を迎え、地域への新たな取り組みの構築と、これまでの活動の継続が

期待されます。 

 

【改善が望まれる点】 

 

◆すべての職員への周知方法の工夫 

 園では、会議や研修の前に理念などの唱和をし、各種マニュアルなどの読み合わせを行い、職員に周知

を図っています。また、施設長は、昼礼や会議で様々な情報を職員と共有するよう伝えたり、非常勤職員

など会議に出席していない職員には、ミーティングノートや伝達ノートで周知を図ったりしていますが、

職員アンケートでは保育内容に関する項目では充分周知されているのに比べて、「経営状況の把握」「事業

計画の策定」などの項目は『分からない』と回答した職員が散見されました。職員も園の一員として理解

していくことが求められ、事業計画の策定にあたり、職員からの意見の集約や参画、反映の仕組みづくり

が望まれます。 

  

 

開園三年目を迎え、初めての第三者評価です。 

評価機関への提出書類をまとめる中、園運営を改めて深く考える機会となりました。 

評価機関とのヒアリングでは、保育園としての役目や保育への想いを改めて整理して考えることができ、

また職員アンケートでは、園運営についてもっと職員と共通理解のもと進めていく必要があることを痛感

しました。 

保護者アンケートでは、評価機関より「回答率が良いです」とお話を頂き、保護者との繋がりを強く感

じました。忙しい日々の中、多くの方に回答のご協力を頂き感謝の気持ちでいっぱいです。結果を確認し

たところ課題が明確になりましたが、開園してから職員みんなで「居心地の良い環境づくり」を目指して

きたことが伝わっていた喜びと、あわせて日々の保育が一方的なものになっている反省が見つかりました。 

第三者評価を通して、日々の園のことをもっと知ってもらいたい！保護者とたくさん話をすることで同

じ方向を向いて保育のサポートがしたい！という想いを強く感じています。「自園を見直す」良い機会とな

りました。ありがとうございました。 

 

第三者評価結果に対する施設のコメント 
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共通評価・保育所版

評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ-１　理念・基本方針

第三者評価結果

【1】 Ⅰ－1－(１)－①　
a

Ⅰ-２　経営状況の把握

第三者評価結果

【2】 Ⅰ－２－(１)－①
b

【３】 Ⅰ－２－(１)－②
b

　経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めてい
る。

<コメント>

法人は年度事業計画の定性目標として「働きやすさ業界№1を目指して離職率の低下と質の高い保育
サービスの実現」を掲げており、職員の定着率を課題としています。経営課題については、施設長が
施設長会議に出席して把握し、ポイントを昼礼や会議で説明しています。非常勤職員など会議に出席
していない職員には、ミーテイングノートや伝達ノートで周知しています。経営課題の職員の定着率に
ついては、「働きやすい環境づくり」を重視して取り組んでいます。施設長は、フロアリーダーと連携し
て残業削減や有給休暇の積極取得に取り組んでいます。

法人では「子どもたちの無限の可能性を信じ、意欲を引き出し、伸ばす保育を実践します」を保育理念
として掲げています。保育理念、保育方針は、玄関に掲示しています。また、法人のホームページ、園
のパンフレット、入園のしおりに記載して周知しています。園では、保育理念、保育方針は、会議や研
修の前に職員全員で唱和するなど、職員の共通理解に努めています。保護者には、玄関への掲示
「や保育園向けアプリへの配信のほか、入園の説明会やクラス懇談会で入園のしおりで説明して理解
を促しています。また、見学者にも説明しています。

Ⅰ-２-（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。　

　事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分
析されている。

<コメント>

社会福祉事業全体の動向や、地域の各種福祉計画の策定動向は、施設長が、区役所主催の「神奈
川区認可保育所等合同園長会」に出席して把握しています。また、法人が把握した情報は、施設長が
施設長会議に出席して情報収集しています。地域の課題や実情は、六角橋地域ケアプラザ（地域包
括支援センター）、自治会、民生委員との交流や近隣園との情報交換、見学者などから情報を収集し
ています。また、コスト分析は、備品・人件費予算の進捗状況を毎月法人に報告しています。利用率
の分析は、月別に利用者推移表を作成して区と連携しています。

第三者評価結果

Ⅰ-１-（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。

　理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

<コメント>

※かながわ福祉サービス第三者評価推進機構では、a・b・c評価の判断基準を次のように定めています
　 a評価：よりよいサービスの水準・状態
 　b評価：多くの施設・事業所の状態、aに向けた取組の余地がある状態
 　c評価：b以上の取組となることを期待する状態
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Ⅰ-３　事業計画の策定

第三者評価結果

【4】 Ⅰ－３－(１)－①
b

【5】 Ⅰ－３－(１)－②
a

【6】 Ⅰ－３－(２)－①
b

【7】 Ⅰ－３－(２)－②
b

<コメント>

施設長は、行事の後の反省会や会議、日頃の会話などから把握した職員の意見を踏まえて、年度事
業計画を作成しています。年度事業計画は、実施状況や成果などの評価を行い、当該年度の事業報
告を作成しています。その評価や職員の意見、園としての自己評価を踏まえて、次年度の事業計画を
作成しています。作成後、職員には昼礼や会議などで周知して理解を促しています。当該年度の事業
報告と次年度の事業計画は、運営委員会で報告して、内容決定後、法人に報告しています。

　事業計画は、保護者等に周知され、理解を促してい
る。

<コメント>

年度事業計画は、施設長、法人の担当者のほか、保護者の代表や民生委員がメンバーとなっている
運営委員会で報告しています。運営委員会開催後、当該年度の事業報告、次年度の事業計画と運営
委員会の議事録を、玄関に掲示して保護者などに公開しています。また、年度末のクラス懇談会や入
園説明会で、施設長が主な内容を説明して、周知を図っています。そのほか、事業計画の個別の取り
組み内容を、適宜園だより（きらきらだより）や、保育園向けアプリで保護者に伝えています。また、送
迎時にも口頭で丁寧に説明しています。

<コメント>

園では、保育理念、保育方針の実現に向けて、5年間の長期計画と3年間の中期計画を作成していま
す。長期計画は「修繕・大型備品購入」「保育の質の向上」「人材育成」「地域交流推進」の4項目と、数
値目標である「園児数充足計画」で構成しています。中期計画は、長期計画の4項目に沿って作成して
います。経営課題や問題点の解決・改善に計画的に取り組めるよう、年度別に具体的な内容で作成し
ています。中・長期計画は、施設長が作成して昼礼や会議で説明のうえ、事務所に掲示して周知して
います。計画は、年度末など必要に応じて見直しています。

　中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されて
いる。

Ⅰ-３-（２）　事業計画が適切に策定されている。

　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが
組織的に行われ、職員が理解している。

園では、中・長期計画を踏まえて年度事業計画を作成しています。年度事業計画は「基本目標」と「重
点目標」に分けて作成しています。「基本目標」は、運営方針や職員体制の考え方などを明示していま
す。「重点目標」は、主な行事・地域交流会、給食、実習生等の受け入れ、研修、安全管理、防災訓練
等、11の具体的で実行可能な事業内容を明示しています。今年度は、特に地域交流に力を入れる計
画でしたが、コロナ禍で計画通りに取り組めていません。

<コメント>

Ⅰ-３-（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

　中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されて
いる。
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Ⅰ-４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

第三者評価結果

【8】 Ⅰ－４－(１)－①
a

【9】 Ⅰ－４－(１)－②
a

評価対象Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ-１　管理者の責任とリーダーシップ

第三者評価結果

【10】 Ⅱ－1－(１)－①
b

【11】 Ⅱ－1－(１)－②
b

　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っ
ている。

<コメント>

施設長は、施設長研修や園長会の研修などで法令遵守について学び、法令を遵守して利害関係者と
適切な関係を保持するよう努めています。園の業務は、児童福祉法、保育指針、労働基準法、個人情
報保護法、児童虐待防止法等に留意して運営しています。法令の改正などの情報は、施設長会議な
どで把握して、職員に周知しています。職員（非常勤社員含む）には、入社時に「保育者マニュアル」を
配布しています。本マニュアルで、理念、倫理綱領、人権保育、社会人としての基本といった、職員が
遵守するべき事項を職員に周知・徹底しています。

園としての自己評価は、項目ごとに「評価の根拠および、今後の課題」を記載しています。自己評価
は、1月に会議を開催して出席した職員で行っています。自己評価の結果は、会議に出席していない
職員にも周知しています。また、3月に園内に掲示・公表しています。自己評価の結果は、事業報告や
次年度の事業計画に反映しています。課題としては、会議に出席できない職員への周知方法や事務
に専念できる時間の捻出などが挙げられています。施設長は、会議などで職員の意見を把握して、改
善策を検討・実行しています。

Ⅱ-１-（１）　管理者の責任が明確にされている。

　施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理
解を図っている。

<コメント>

施設長は、園の経営・管理に関する方針と取り組みを中・長期計画、年度事業計画で明確にしていま
す。また、自らの役割と責任については、園だよりで表明しています。役割と責任の具体的な内容は
「職務区分の構成と定義」に記載しています。職員には、昼礼や会議で施設長が説明しています。「職
務区分の構成と定義」は、職員が閲覧できるよう就業規則と一緒にファイルしています。施設長不在
時の権限移譲については、明文化していませんが、「施設長が不在の場合、施設長の権限は、フロア
リーダーに委譲する」ことを職員に周知しています。

Ⅰ-４-（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

　保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機
能している。

<コメント>

法人は、保育サービスの質の持続的向上を目指し、ISO9001:2015の認証を取得しています。年間指
導計画や、保育日誌、研修報告書をPDCAを記載する様式として、日常業務を行うことにより、職員に
PDCAの実践が身につくような仕組みを取り入れています。園では、保育士などの自己評価に基づき、
園としての自己評価を職員で話し合う会議を年1回1月に実施して、結果を3月に園内に掲示・公表して
います。また、8月の園内研修で実施した自己評価を基に、1回目の第三者評価を受審して、組織的な
保育の質の向上に取り組んでいます。

　評価結果にもとづき保育所として取り組むべき課題を
明確にし、計画的な改善策を実施している。

<コメント>
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【12】 Ⅱ－1－(２)－①
a

【13】 Ⅱ－1－(２)－②
a

Ⅱ-２　福祉人材の確保・育成

第三者評価結果

【14】 Ⅱ－２－(１)－①
b

【15】 Ⅱ－２－(１)－②
b

【16】 Ⅱ－２－(２)－①
a

Ⅱ-２-（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

　職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づく
りに取組んでいる。

<コメント>

施設長は、労務管理の責任者として、有給休暇の取得や時間外労働の状況を毎月把握しています。
また、日常の会話や個別面談で、職員の心身と健康状態を把握しています。法人のフィールドサポー
ター（施設支援担当者）の訪問時に、職員が相談できる機会を設けています。持株会社のヒューマン
ホールディングクスが、ハラスメントなどの相談窓口としてヘルプラインを設置しています。職員は、法
人の福利厚生制度を利用しています。園では、働きやすい環境づくりとして、職員が事務を行う時間を
明確にすることで、休憩時間の確保や、残業の削減、休暇の取得促進につなげています。

　必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計
画が確立し、取組が実施されている。

<コメント>

法人では「育成システム」と「年間育成計画」で構成した、人材育成計画を作成しています。「育成シス
テム」は、全職員共通の合同研修や実技研修、認定研修等と、職位に応じた階層別研修（管理社員、
リーダー社員、一般社員）という研修体系を明示しています。「年間育成計画」は、職員の個別目標の
設定や施設長との個別面接による人材育成の仕組みを明示しています。採用活動は、法人がハロー
ワークやホームページ、社員紹介制度などを活用して行っています。実習生やアルバイト経験者の採
用もあります。園では、就職希望者の見学受け入れを行っています。

　総合的な人事管理が行われている。

<コメント>

法人は、人材育成計画で求められるスキル・人材像を明示しています。また、昇進に必要な経験年数
や研修、資格を明確にしたキャリアパスを作成しています。採用、配置、異動の基準は、就業規則に
明示しています。施設長は、職員別にスキル考課シート、個別目標設定シートに基づき、4月と10月の
年2回面接を実施して、人事考課を行っています。法人は、職位（施設長、主任、一般職員等）・等級を
設定して、等級別に求められるスキル、役割、職務内容、昇進の要件を明示しています。職員が自ら
の将来的な姿を描くことのできる総合的な人事制度となっています。

施設長は、保育室での観察や保育日誌で、保育の質の現状について日常的に評価・分析していま
す。評価・分析は、年間指導計画などの各計画と齟齬がないかなどに基づき行っています。気になっ
た点は、フロアリーダーと連携して本人と話し合っています。保育日誌のコメントで注意することもあり
ます。保育の質の向上に向けて、日常の会話、園内研修、個人面談などの機会に職員の意見を聞い
ています。また、園では、職員の希望やスキルに合わせ、社内・社外の各研修の受講者を決めていま
す。受講する研修などを、個別面談で話し合いスキルアップを図っています。

　経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を
発揮している。

<コメント>

施設長は、備品・人件費予算管理や労務管理を通じて、経営の改善や業務の実効性の向上に向けて
の分析を行っています。人員配置は、適性を見て、キャリアの異なる職員と組むように担当を決めるな
ど、学べる環境を作っています。シフトは、施設長が職員の希望を聞き、フロアリーダーと調整して決
めています。働きやすい環境の整備として、職員が、事務を行う時間を事前に決め、ボードなどで明示
することにより、休憩時間の確保や、残業の削減、休暇の取得促進につなげています。業務の実効性
の向上に向けた取り組みは、フロアリーダーと連携して行っています。

Ⅱ-２-（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。　

Ⅱ-１-（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

　保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を
発揮している。

<コメント>
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【17】 Ⅱ－２－(３)－①
b

【18】 Ⅱ－２－(３)－②
a

<コメント>

【19】 Ⅱ－２－(３)－③
a

【20】 Ⅱ－２－(４)－①
b

法人は「職員区分の構成と定義」で、職位ごとに専門技術能力の求められるスキル、必要な研修また
は資格を明示しています。人材育成計画に基づき、法人主催の階層別研修、スキルアップ研修、認定
研修を実施しています。園では、月1回園内研修を実施しています。今年度は、居心地の良い環境づく
り、時間を意識した業務というテーマで職員が改善策を検討して、職員のスキルアップや保育の質の
向上に結び付けています。また、第三者評価の自己評価も園内研修で検討しています。法人は、アン
ケートを実施して職員の意見を研修計画の見直しに活かしています。

法人と園は、入社時の履歴書や面談内容や、法人主催の研修の受講状況などを基に、職員の知識、
技術水準を把握しています。法人では、新任職員の人材育成として新人研修のほか、チューター制度
を採用しています。園には2名の新任職員がおり、チューター研修を受講した2名の職員がOJTを実施
して支援しています。園では、法人の研修に加え、キャリアアップ研修など外部研修にも積極的に参
加しているほか、月1回園内研修を実施しています。法人は、研修受講を業務扱いとしているため、受
講後、受講者が伝達研修を行うことがあります。

Ⅱ-２-（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

　実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成につい
て体制を整備し、積極的な取組をしている。

<コメント>

法人が、実習生受け入れマニュアルを整備しています。マニュアルの「目的」で実習生受け入れに関
する姿勢を明示しています。また、本年度の事業計画にも「実習生のほか、職業体験学習等も受け入
れていく」ことを、明記しています。実習の際は、施設長が、オリエンテーションで、実習の概略や諸注
意、実習計画について説明しているほか、個人情報の守秘義務についても説明しています。指導者と
は実習の前に、指導内容や方法などに関する打ち合わせをしています。実習は、学校側と定期的な
連絡や実習中の園訪問など連携して取り組んでいます。

<コメント>

法人では、人材育成計画で管理職員、リーダー社員、一般職員別に、求められるスキル・人材像を明
示しています。職員は、個別目標設定シートで、保育スキル、業務姿勢、コミュニケーション、役割・責
任等の中からチャレンジ性のある目標を設定することになっています。目標は「何を、どのように、いつ
までに」に分けて記載することで具体的な実行計画になるようにしています。職員は、4月に前年度の
下期の振り返りと上期目標を設定して、施設長と面接を行い、10月に上期の振り返りと下期の目標設
定について、2回目の面接を行っています。

　職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定さ
れ、教育・研修が実施されている。

　職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されてい
る。

<コメント>

Ⅱ-２-（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

　職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。
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Ⅱ-３　運営の透明性の確保

第三者評価結果

【21】 Ⅱ－３－(１)－①
b

【22】 Ⅱ－３－(１)－②
b

Ⅱ-４　地域との交流、地域貢献

第三者評価結果

【23】 Ⅱ－４－(１)－①
b

【24】 Ⅱ－４－(１)－②
b

事業計画の中で「地域交流」を重要目標に掲げ、育児講座、子育て支援、地域交流を深めていく事を
目標にしています。自治会に加入し、得た情報は園の入り口の掲示板を活用して情報を提供していま
す。また、「かなーちえ」と連携しプログラムやイベントの参加や利用を推奨しています。地域交流で
は、今年はコロナ禍で中止となりましたが、例年夏祭りに参加し、地域との交流を深め、近隣の神奈川
大学との共同研究「大学生と子どもが遊び、共に育つ共育」に取り組むなど、定期的な交流を行って
います。

　ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし
体制を確立している。

<コメント>

「ボランティアの受け入れ規程」に基本姿勢を明文化し、受け入れ方法、活動への協力、活動の注意
事項や活動内容を記載しています。受け入れ前にはオリエンテーションや研修を行い、マニュアルに
基づいて説明をしています。今年はコロナ禍のため、受け入れはありませんが、昨年は２か月に１回
「読み聞かせボランティア」の受け入れがありました。また、中・長期計画、事業計画で学校教育への
基本姿勢が明確化されています。「キラキラ保育士体験」では中学生１名、高校生2名の受け入れを行
いました。

<コメント>

園における経理処理は、小口現金マニュアルに基づき実施しています。マニュアルは、イントラネット
で職員が閲覧できるようになっています。経理処理で不明な点がある場合は、法人の経理部門の担
当者に相談しています。園は、年1回経理・事務処理等の業務運営について、法人の内部監査を受け
ています。直近の内部監査での指摘事項はありません。法人は、経営状況について、公認会計士に
よる外部チェックを受けています。指摘事項があれば、迅速に対応して経営改善に努めています。

Ⅱ-４-（１）　地域との関係が適切に確保されている。

　子どもと地域との交流を広げるための取組を行ってい
る。

<コメント>

Ⅱ-３-（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

　運営の透明性を確保するための情報公開が行われて
いる。

<コメント>

法人は、理念や基本方針や決算情報などは公開していますが、事業計画、事業報告、予算は公開し
ていません。今回の第三者評価の受審結果は、県のホームページなどで公表します。苦情・相談の内
容や改善・対応の状況は、公表することになっていますが、案件がないため公表した事例はありませ
ん。施設長は、「かなーちえ」（神奈川区子育て支援拠点）で子育てしている人の集まりで挨拶の時間
を利用して、園の理念、基本方針、保育内容について話をする機会があります。理念や園の取り組み
などを説明した資料（パンフレット、地域子育てプログラムのチラシ）を区役所、地域ケアプラザ、「か
なーちえ」に据え置いています。

　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取
組が行われている。
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【25】 Ⅱ－４－(２)－①
b

【26】 Ⅱ－４－(３)－①
b

【27】 Ⅱ－４－(３)－②
b

評価対象Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ-１　利用者本位の福祉サービス

第三者評価結果

【28】 Ⅲ－１－(１)－①
b

【29】 Ⅲ－１－(１)－②
a

<コメント>

子どもを尊重する姿勢が、園の基本理念・保育方針に明示されています。倫理綱領に基づいた「保育
者マニュアル」を作成し、具体例を挙げ分かりやすく明記しています。カリキュラム会議や園内研修、
施設長の日誌のコメントなどで伝え、職員の理解を深めています。又、職員はセルフチェックができる
考課シートで振り返り、子どもの尊重や基本的人権への配慮が出来ているかについての評価を行い、
個人面談で施設長と確認しています。保育の中では、異年齢による保育を積極的に取り入れ、互いを
尊重する心を育てたり、「差別禁止マニュアル」に沿った保育の実践に努めてます。

　子どものプライバシー保護に配慮した保育が行われ
ている。

<コメント>

「保育者マニュアル」が整備され、カリキュラム会議や研修で、職員の理解を得ています。園内研修で
は、「居心地のよい環境づくり」というテーマで話し合いをしています。可動式の棚やロールカーテンを
利用して仕切りを作り、着替えや落ち着いて活動する際に使用したり、コーナーを作って一人で過ごせ
る空間を確保するなどの工夫を行っています。一人ひとりの子どもにとって快適な環境、プライバシー
を守る空間づくりのため、積極的に取り組んでいます。

　地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が
行われている。

<コメント>

地域の福祉ニーズなどに基づき、「地域子育て支援プログラム」を作成し、育児講座、交流保育、園庭
開放、育児相談、一時保育の受け入れを実施しています。また、「こども食堂」を開いて、積極的に子
どもたちを受け入れるよう努めています。今年はコロナ禍で中止となりましたが、例年は、地域ケアプ
ラザと連携しながら、地域のイベント（キャンドルナイト・神大マルシェ）や、老人会に参加をするなど、
地域のコミュニティと関わる活動を行ってきました。また、地域に還元する取り組みとして、保育園に
「赤ちゃんの駅」「AED」（自動体外式除細動器）を設置しています。

Ⅲ-１-（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

　子どもを尊重した保育について共通の理解をもつため
の取組を行っている。

<コメント>

地域の関係機関「神奈川区こども家庭支援課」「六角橋地域ケアプラザ」「かなーちえ」「横浜市東部地
域療育センター」近隣の警察署、消防署、医療機関などのリストが事務室にあり、いつでも確認するこ
とができます。施設長は、定期的に「神奈川区認可保育所等合同園長会」に出席し、神奈川区こども
家庭支援課とは連携し虐待や要保護児童に対応できるように連携しています。職員は、カリキュラム
会議や昼礼で情報を共有し、非常勤職員とはミーティングノートや伝達ノートを活用していますが、全
職員に周知されない事もあり、今後の課題となってます。

Ⅱ-４-（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

　地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われ
ている。

<コメント>

　施設長は「神奈川区認可保育所等合同園長会」に出席し、地域のニーズを把握してます。また、自
治会に加入し、交流活動を行う中で情報を得たり、「かーなちえ」や地域ケアプラザと連携し、地域の
福祉ニーズや生活課題などの把握を行っています。保育園では、「地域子育て支援プログラム」を作
成し、育児講座、交流保育、園庭開放、一時保育、育児相談などの活動を行ったり、園見学を実施し
たりして、地域の福祉ニーズや生活課題などの把握に努めています。

Ⅱ-４-（２）　　関係機関との連携が確保されている。

　保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等
との連携が適切に行われている。
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【30】 Ⅲ－１－(２)－①
b

【31】 Ⅲ－１－(２)－②
b

【32】 Ⅲ－１－(２)－③
b

【33】 Ⅲ－１－(３)－①
b

【34】 Ⅲ－１－(４)－①
b

園が取り組んでいる「こどもの心を大事にする保育」を意識し、保育者は、子どもの満足を日々把握す
るよう努めてます。保護者に対しては、クラス懇談会を年に１回、個人面談も年１回行い、受け付けは
随時しています。その際に要望を聞き取り、利用者の満足を把握するよにしています。また、法人が行
う保護者アンケートが定期的に実施され、結果をカリキュラム会議で報告し共有してます。保護者の要
望などの課題は、フロアミーティングで分析、検討を行い、改善へと繋げるよう努めています。

Ⅲ-１-（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

　苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能してい
る。

<コメント>

苦情解決の体制として、責任者を施設長・受付担当を事務員としています。「苦情・要望マニュアル」
や」「園のしおり」に第三者委員の名前と連絡先、かながわ福祉サービス運営適正化委員会事務局の
連絡先、そして仕組みを分かりやすく記載しています。保護者には、入園説明会以前に「園のしおり」
を配布し、当日説明を行っています。玄関に「苦情要望への対応」を掲示し、周知出来るよう促してい
ます。また、定期的にアンケートを実施し、申し出がしやすい工夫行っていますが、今の時点では苦情
などの申し出はありません。発生した場合は「苦情・要望マニュアル」に沿って迅速に対応が出来るよ
う取り組んでいます。

　保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対
応を行っている。

<コメント>

引継ぎの文書はなく、保護者へは施設長が口頭で伝えています。ただし、役所からの要請があれば必
要に応じて対応しています。保護者とは、保育所の利用終了後も保育園向けアプリで繋がり、行事な
どの情報提供や相談が継続しやすい状況になっています。転園した子どもが行事に遊びに来てくれる
こともあります。今年はコロナ禍のため運動会への招待などはありませんが、今後、その様な機会を
設ける事が出来るよう検討しています。

Ⅲ-１-（３）　　利用者満足の向上に努めている。

　利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取
組を行っている。

<コメント>

　利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極
的に提供している。

<コメント>

「心に輝る温もりを」（法人作成のパンフレット）やホームページで、運営方針、保育理念、保育の内容
を、利用希望者に提供しています。パンフレットは、写真を載せ、レイアウトに工夫がなされ、読みやす
く分かりやすい内容になっています。区役所、かなーちえ、六角橋地域ケアプラザ、近隣の病院（嘱託
医）に置いて、多くの人が入手しやすいようにしています。利用希望者の問い合わせは随時行ってお
り、相談して見学日を決め、当日は施設長が丁寧に分かりやすく説明をしています。その際には、保
護者のニーズを把握し、情報提供の適宜見直しに努めてます。

　保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説
明している。

<コメント>

入園説明会で、「入園のしおり」に基づいて保育の開始、保育内容、延長保育などの説明を行い、保
護者の同意を得ています。また、変更時には個別で話し合いをしながら意向を確認し、配慮するよう努
めてます。説明には、法人の定めた様式に基づいて、同じ手順、同じ内容で行い、分かりやすいよう説
明をし、同意を得ています。配慮が必要な保護者への説明については、特にルール化はされていませ
んが、丁寧に具体的に説明をするなど配慮しながら行うよう努めています。

Ⅲ-１-（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。
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【35】 Ⅲ－１－(４)－②
b

【36】 Ⅲ－１－(４)－③
b

【37】 Ⅲ－１－(５)－①
a

【38】 Ⅲ－１－(５)－②
a

【39】 Ⅲ－１－(５)－③
b

　災害時における子どもの安全確保のための取組を組
織的に行っている。

<コメント>

「安全管理・災害時対応マニュアル」が整備され、災害への対応体制が整えられています。保護者に
対しては入園の際、災害伝言ダイヤルの利用・操作方法の資料を配布して説明しています。備蓄に関
しては、食料や備品のチェックリストを作成し、担当者を決め、施設長や栄養士とミーティングを行い、
毎月チェックをしています。また、地域の防災訓練への参加は、今年はコロナ禍で中止になった事もあ
り実施されていませんが、避難訓練は年2回行い、消防署に報告をしています。

　安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスク
マネジメント体制が構築されている。

<コメント>

リスクマネジメントに関する委員会は、フロアミーティングと兼任し、月１回行っています。「事故防止マ
ニュアル」「事故対応マニュアル」「事故発生時対応マニュアル」を整備し、園内研修で共有してます。
また、「事故報告書」や「ヒヤリハット」の内容は、昼礼や会議で報告し共有しています。事故分析、改
善策、再発防止策の検討は、フロアミーティングで行い、例として、「けが対策として、クッションマットや
角クッションの設置」などの実施に至りました。職員は園内・園外研修に参加し、園外の研修はカリ
キュラム会議で報告し、共有しています。

　感染症の予防や発生時における子どもの安全確保の
ための体制を整備し、取組を行っている。

<コメント>

法人が作成した「感染症マニュアル」「感染発生時対応マニュアル」を職員で読み合わせした上でシ
ミュレーションを行うなど、周知を徹底しています。また、現在のコロナ禍において「コロナ対応マニュア
ル」を作成し、予防に取り組んでいます。感染症の予防策としては特に衛生面に気を付け、マニュアル
に沿って行っています。保護者に対しては、保育園向けアプリに配信し、事務所前の壁には感染情
報、経過情報を掲示し、周知を促しています。職員は園内、園外の研修に参加し、施設長は法人や区
の会議に出席し、そこで得た情報を共有しています。

<コメント>

「入園のしおり」に苦情相談窓口の連絡先、第三者委員の名前と連絡先、かながわ福祉サービス運営
適正化委員会事務局の連絡先が明記されています。玄関に、大きく印刷した「重要事項説明書」を掲
示したり、保育園向けアプリにを配信したりして、周知を促す取り組みを行っています。また、保育の中
では連絡ノートの活用や、送迎の際に声掛けを積極的行い、信頼関係を構築し、相談や意見が述べ
やすい雰囲気づくり、環境づくりに努めています。

　保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速
に対応している。

<コメント>

送迎の際は、施設長が丁寧に対応し、コミュニュケーションを図り信頼関係を構築する事で、保護者が
相談や意見が述べやすいよう配慮しています。相談は、その都度口頭で行っていますが、場合によっ
てはスケジュールを調整し、個人面談が出来るような体制を取っています。相談の際は傾聴に努め、
保護者の気持ちに寄り添うことを心掛けています。また、意見箱を玄関に設置し、連絡ノートを活用し
たり、定期的にアンケートを取るなど、相談や意見が述べやすいよう努めてます。相談や意見の内容
は、カリキュラム会議で情報を共有し、迅速に対応できるよう努め、検討、分析、改善を行い保育の向
上に繋げる取り組みをしています。

Ⅲ-１-（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

　保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保
護者等に周知している。
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Ⅲ-２　福祉サービスの質の確保

第三者評価結果

【40】 Ⅲ－２－(１)－①
a

【41】 Ⅲ－２－(１)－②
b

【42】 Ⅲ－２－(２)－①
b

【43】 Ⅲ－２－(２)－②
a

　アセスメントにもとづく指導計画を適切に策定してい
る。

<コメント>

全体的な計画に基づき年間指導計画、月間指導計画、日案の指導計画、個別指導計画（3歳未満）を
作成し、PDCAサイクルを活用して振り返りや評価が出来る仕組みを作っています。また、法人から
ISOの内部監査が入いることで適切なアセスメントが実施され、法人と協議しています。指導計画は、
子どもの発達記録や非常勤職員からの情報、連絡ノートや送迎時の会話、個人面談で得た保護者か
らの意向を基に、カリキュラム会議で話し合い、作成しています。支援困難ケースの例は未だありませ
んが、対応策として「要配慮時対応マニュアル」を作成し、横浜市東部地域療育センターと連携が出来
る仕組みがあります。

　定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。

<コメント>

指導計画はPDCAサイクルを活用し、年間計画は年度切り替え時に、月間指導計画は月１回定期的
に行うカリキュラム会議で評価、見直しを行っています。評価、見直しにあたっては、保育の質の向上
に関わる課題が、日案や日誌の自己評価で明確にされ、振り返りを次に繋げる仕組みがあります。ま
た、見直した場合は、カリキュラム会議やミーティングノート・伝達ノートで周知し、保育園向けのアプリ
でも指導計画を見ることができるよう工夫を行っています。保護者に対しては、懇談会や個人面談で
意向把握や同意を得ています。

<コメント>

標準的な実施方法が、「保育士業務マニュアル」「乳児対応マニュアル」に文章化されています。職員
はマニュアルを年2回読み込みをし、園内研修などで周知を徹底するよう努めています。また、「保育
者マニュアル」には人権やプライバシーに関する姿勢が明示されており、園の方針、目標にある「個性
豊かな子」に沿って、一人ひとりの子どもを尊重した保育の実践に取り組んでいます。実施確認方法と
しては保育士の「考課シート」（自己評価シート）を活用し、個人面談で施設長と確認できる仕組みがあ
ります。

　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確
立している。

<コメント>

検証や見直しは、カリキュラム会議で話し合い、定期的に年度の切り替え時に行っています。その際
は、PDCAサイクルを活用し、振り返りを行い、見直しをして次につなげています。また、各マニュアル
は法人が必要と判断した際に、検証、見直しを行っています。カリキュラム会議に出席できなかった非
常勤職員の意見や、クラス懇談会・個人面談の際に出た保護者の意見や提案は、カリキュラム会議で
報告し検証し、給食の野菜の大きさを適切に変えるなど、適宜見直しを行なっています。

Ⅲ-２-（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

Ⅲ-２-（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

　保育について標準的な実施方法が文書化され保育が
提供されている。
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【44】 Ⅲ－２－(３)－①
b

【45】 Ⅲ－２－(３)－②
a

「個人情報保護規定」を作成し、子どもの記録保管、保存、廃棄、情報の提供に関する規定を定めて
います。また、記録は電子データによる管理が多いため、事業計画の重要目標に「Pマーク取得」（プラ
イバシーマーク制度）を掲げ、積極的に取り組んで個人情報保護に努めています。職員に対しては、
会議や研修で周知徹底を図り、Pマークテスト（教育確認テスト）を定期的に実施することでより深く理
解し、遵守するよう努めてます。保護者に対しては、入園説明会で個人情報の取り扱いついて説明
し、記載された「園のしおり」を配布し、同意書を得ています。

Ⅲ-２-（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

　子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行わ
れ、職員間で共有化されている。

<コメント>

入園時に「児童健康台帳」「新入園状況確認表」を保護者に記載してもらい、ファイルを事務室で管理
しています。入園後は、子どもの発達状況や生活状況を「発達記録」に記録しています。記録方法は
差異が生じないよう、新任の保育士にはチューターがついて指導しています。情報の共有は、フロア
ミーティング、カリキュラム会議などで共有し、会議に出席出来なかった職員にはミーティングノートや
伝達ノートで共有してます。また、保育園向けアプリの配信により、情報の分別や必要な情報が的確
に届くような仕組みが整備されています。

　子どもに関する記録の管理体制が確立している。

<コメント>
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内容評価・保育所版

Ａ-１　保育内容

第三者評価結果

【Ａ1】 Ａ－1－(１)－①　
b

【Ａ2】 Ａ－1－(２)－①　
b

【Ａ3】 Ａ－1－(２)－②　
a

【Ａ4】 Ａ－1－(２)－③　
a

Ａ-１-（２）　環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開

　生活にふさわしい場として、子どもが心地よく過ごすことの
できる環境を整備している。

<コメント>

<コメント>

保育室は、室温、湿度、換気など適切な状態が保たれ、窓から採光が取られ、子どもたちが安心して、
心地良く過ごせる環境となっています。音に関しては、フロアで話し合い、製作などは集中できるよう職
員間で配慮しています。保育室内外の設備・用具などは「安全チェックリスト」を用いて点検し、「掃除/
消毒チェック表」を活用して掃除や消毒を行っています。また、定期的に布団乾燥や布団丸洗いをする
等、衛生管理に努めています。環境設定は常に検討しており、遊具は子どもが取り出しやすく、片付け
しやすい工夫をしています。保育室は棚やマットなどでコーナーを作り、子どもがくつろげる設定になっ
ていて、食事や睡眠のための心地よい空間が確保されています。手洗い場やトイレは明るく清潔に保
たれ､子どもが利用しやすい動線となっています。

一人ひとりの子どもの発達に合わせて、保育士は生活に必要な基本的習慣が身につけられるよう配慮
しています。保育士は、食事や排泄、着替えなどの生活場面で個々の子どもの発達状況に合わせた対
応をしています。保育士は子どもの主体的な意欲を尊重し、できたことを褒めて自分でやり遂げた満足
感、達成感を共有し、子どもが自己肯定感を持てるよう努めています。１日の生活リズムの中で活動と
休息のバランスが保たれるよう考慮しています。手洗いなどの大切さは、子どもの年齢に応じて理解で
きるようわかりやすく話しています。

第三者評価結果

Ａ-１-（１）　保育課程の編成

　保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子どもの心
身の発達や家庭及び地域の実態に応じて全体的な計画を
作成している。

<コメント>

全体的な計画は、児童福祉法、保育所保育指針などの趣旨をとらえ、法人理念、保育方針や目標、目
指す子どもの姿などに基づいて編成しています。子どもの発達過程を踏まえ、子どもの心身の発達や
家庭及び地域の実態を考慮して作成しています。全体的な計画は、１年間の連続性を持って子どもの
発達を保障し、やりたいことを子どもが主体性を持ってできるよう、保育に関わる職員が参画して作成し
ています。施設長とリーダー保育士で評価を行い、次にの編成に活かしていますが、来年度からは職
員全員の参画を行っていく予定です。

　一人ひとりの子どもを受容し、子どもの状態に応じた保育
を行っている。

<コメント>

子どもの発達と発達過程、家庭環境等から生じる一人ひとりの個人差を把握し、尊重した保育を行って
います。子どもが安心して自分の気持ちを表現できるよう、気持ちに寄り添い、子どものサインを見逃さ
ないよう心掛けています。自分を表現できない子どもには、子どものペース、仕草、表情から気持ちを
汲み取り、時にはスキンシップを図って寄り添うよう努めています。「差別の禁止マニュアル」や「保育者
マニュアル」などを会議で確認し、子どもには、肯定的で安心できる優しい言葉掛けをするよう努めてい
ます。

　子どもが基本的な生活習慣を身につけることができる環境
の整備、援助を行っている。
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【Ａ5】 Ａ－1－(２)－④　
a

【Ａ6】 Ａ－1－(２)－⑤　
a

【Ａ7】 Ａ－1－(２)－⑥　
a

【Ａ8】 Ａ－1－(２)－⑦
a

保育士は、０歳児と情緒の安定を図りながら愛着関係を形成すると共に、一人ひとりの子どもの状態に
応じて心地よく生活できるよう丁寧に関わっています。成長に応じて玩具や絵本の入れ替えを行い、発
達に応じた活動ができるよう援助しています。保育士は穏やかに話しかけ、子どもの表情や態度、喃語
などから思いを汲み取ることが出来るよう努めています。毎日の「保育日記」や送迎時に保護者と情報
を共有しながら、離乳食の進み具合などについて、保護者と連携しながら相談に応じています。

１・２歳児は、子どもが自分で興味や感心を持ち、自分でしようとする気持ちを大切に見守っています。
安全に活動しやすい環境の整備を心掛け、子どもが安心して自発的な活動ができるよう、子どもの発
達に合わせた玩具の種類や配置を常に見直しています。保育士は、子どもの自我の育ちを見守りなが
ら友達との関わりを状況に合わせて仲立ちをするよう配慮しています。ワンフロアの環境を活かして異
年齢児や他のクラスの保育士と触れ合いを楽しむ時間を設けるなど積極的に関わりを図っています。ト
イレットトレーニング等の子どもの個別の課題については、保護者に園での様子を伝え、意向を確認
し、連携して取り組んでいます。

　子どもが主体的に活動できる環境を整備し、子どもの生活
と遊びを豊かにする保育を展開している。

<コメント>

子どもが興味を持って取り組めるよう年齢や発達に応じて保育室の環境を見直しています。様々なコー
ナー遊びを用意し、自由に選び、自分の発想で遊びを広げたり、友達と一緒に遊んだりして、自発的に
活動できるよう援助しています。幼児クラスには月２回体操教室があり、講師作成の指導案を基に日常
の遊びにつなげています。乳児はリトミックやサーキット遊びで身体を動かしています。４、５歳児は神
奈川大学との共同研究でスポーツテストを実施し、職員は発達について学んでいます。また、学生と大
きな段ボールで家を作ったり、床一面の紙に絵を描くなどの体験をしています。近隣には自然とふれあ
うことができる公園や神社が多数あり、散歩で商店街の人々と挨拶を交わしたり、老人会に参加するな
ど、地域の人々と交流しています。様々な表現活動が自由にできるよう、年間指導計画に掲げて実施し
ています。

　乳児保育（0歳児）において、養護と教育が一体的に展開
されるよう適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮
している。

　３歳以上児の保育において、養護と教育が一体的に展開
されるよう適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮
している。

<コメント>

<コメント>

　１歳以上３歳児未満の保育において、養護と教育が一体
的に展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容や方
法に配慮している。

<コメント>

３歳以上児では、子ども自身が興味のある遊び、好きな遊びを選んだり、友達と遊びを工夫したりして
楽しんでいます。保育士は、鬼ごっこ等、子どもが友達と協力して楽しめるルールのある遊びを取り入
れています。保育士は、各年齢の仲間意識の育ちを考慮した必要な援助をしています。共同制作や廃
材遊びでは楽しみながら自由に表現する経験を通して、友達と協力して遊びが発展するよう取り組んで
います。子どもの意見を取り入れて製作した「お神輿」は地域の人々が参加する夏祭りや運動会、作品
展などの行事で披露され、取り組みや活動を伝えています。
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【Ａ9】 Ａ－1－(２)－⑧
b

【Ａ10】 Ａ－1－(２)－⑨
a

【Ａ11】 Ａ－1－(２)－⑩
a

【Ａ12】 Ａ－1－(３)－①　
a

【Ａ13】 Ａ－1－(３)－②　
a

　障害のある子どもが安心して生活できる環境を整備し、保
育の内容や方法に配慮している。

<コメント>

園は、バリアフリー構造となっていて、多機能トイレを備えています。現在、障害のある子どもは在籍し
ていませんが、配慮を要する子どもに関しては保護者から相談を受け、専門機関に繋いだ例がありま
す。職員はカリキュラム会議で対応を話し合い、情報を共有し、記録しています。子どもたちは、配慮の
必要がある子どもを自然に受けとめ、共に過ごしています。職員は、外部研修や園内研修に参加し必
要な情報を得て、職員間で話し合い情報を共有しています。

　長時間にわたる保育のための環境を整備し、保育の内容
や方法に配慮している。

<コメント>

長時間にわたる保育は、「長時間保育指導計画」を基に一日の生活を見通した連続性に配慮したもの
となっています。子どもの体調や様子を見ながら、可動式棚を利用したコーナーでは子ども主体で遊
び、クッションマットを利用して安心した落ち着けるコーナーでは子どもがゆったり過ごせるよう配慮して
います。異年齢で遊んだりして楽しめるよう環境や保育の方法を工夫しています。子どもの一日の生活
の連続性が保たれるよう、朝の受け入れ時からお迎えの時間までの伝達は、各クラスの「月次登降園
明細書（伝達ノート）」に一人ひとりの子どもの様子などを記入し、必要と思われる伝達事項は翌朝、担
任以外でも確認できる体制をとっています。

　小学校との連携、就学を見通した計画に基づく、保育の内
容や方法、保護者との関わりに配慮している。

<コメント>

全体的な計画や年間指導計画などに就学に関する内容を記載し、アプローチカリキュラム（小学校に
向けての円滑な接続計画、幼児期の終わりまでに育って欲しい10の姿、幼保小連携、家庭との連携な
ど）を作成して就学を見通した計画に基づいて保育活動を実施しています。子どもは、小学校での交流
会に参加し、小学校以降の生活について見通しを持てる機会が設けられています。保護者には、小学
校からのお知らせを配布し、広報紙などを掲示して知らせています。就学に向けて小学校教員が保育
参加を行った後、意見交換の場を設け連携を図り、内容は保護者に情報提供しています。保育所児童
保育要録を担任が作成し、施設長が確認しています。

Ａ-１-（３）　健康管理

　子どもの健康管理を適切に行っている。

<コメント>

子どもの健康に関するマニュアルに基づいて一人ひとりの子どもの健康状態を把握しています。子ども
の体調悪化やけがなどについては、担任から施設長に報告され、必要に応じて保護者に電話で連絡し
ています。降園時に保護者へ状況の伝達と降園後の対応を話し合い、翌朝確認しています。子どもの
保健に関する「保健計画」は、毎日・毎月・随時行うものを季節毎の4期に分けて計画をしています。保
育士は登園時に子どもの様子を観察し、毎朝の体温測定と保護者から「保育日記」や口頭で様子を聞
いています。入園時に得た情報に基づいて既往歴等を把握し、保護者から新しい情報を得た時はその
都度追記して、情報を職員間で共有しています。園だよりなどで保護者に子どもの健康に関する取組を
伝えています。乳幼児突然死症候群（SDIS)対策として、顔色の分かる明るさで、0、1歳児は5分間隔、2
歳児以上は20分間隔で睡眠時の呼吸や顔色、身体の向きなどのチェックを行い記録しています。保護
者に対し、SDISに関して、入園説明会や園見学の際に情報提供をするほか、乳児室に「ブレスチェック
のポイント」を掲示して周知を図っています。

　健康診断・歯科検診の結果を保育に反映している。

<コメント>

年2回の健康診断と歯科健診が行われ、結果は健康台帳に記録され、職員はいつでも見ることが出来
ます。健康診断・歯科健診の結果は、虫歯や体重が増えない等の状況を個別に対応を工夫して保育を
実施しています。保護者には結果を書面と口頭で伝え、気になる所がある子どもに対しては通院を促
し、再受信後の経過連絡を保護者から得て情報共有するよう努めています。
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【Ａ14】 Ａ－1－(３)－③　
a

【Ａ15】 Ａ－1－(４)－①　
a

【Ａ16】 Ａ－1－(４)－②　
a

Ａ-２　子育て支援

第三者評価結果

【Ａ17】 Ａ－２－(１)－①　
b

　アレルギー疾患、慢性疾患等のある子どもについて、医師
からの指示を受け適切な対応を行っている。

<コメント>

「アレルギー対応ガイドライン」を基に、子どもの状況に応じた適切な対応をしています。食物アレル
ギーについては、医師の記入した「アレルギー疾患等生活管理指導表」を提出してもらい、除去食を提
供しています。保護者とは、担任と面談などを通して連携を図り、園での生活に配慮しています。食事
の提供等において、テーブルやトレイ、食器が異なる事を他の子どもたちに伝え、違いを認め自然に受
け入れています。職員は研修等で必要な知識・情報を得て、他の職員にも周知して情報を共有してい
ます。保護者には入園説明会などでアレルギー疾患や慢性疾患等についての園での取組の話をして
います。

Ａ-１-（４）　食事

　食事を楽しむことができるよう工夫している。

<コメント>

月間指導計画に食育の項を設け、また「年間食育計画」を作成し、行事食、旬の食材、食育活動など食
について関心を深める取組を行っています。「クッキング保育・食育計画表」では、コロナ禍（6月改訂版
を再作成）で別の方法を取っていますが、例年は年齢に応じて食材に触れ、クッキングをして食に興味
を持ち、食について関心を深めています。園は食事の時間を楽しく食べる事を目的として、机の配置を
工夫したりして楽しい時間になるよう心掛け、子どもの発達に合わせた食事の援助をしています。個人
差や食欲に応じて、量を加減し、苦手な物が一口でも食べられるよう声掛けし、食べられたことを褒め、
食べる意欲を引き出すよう努めています。食器や食具は年齢や発達に合わせた大きさのものを使用し
ています。保護者には献立表や給食だよりなどで園の食への取組を知らせています。

　子どもがおいしく安心して食べることのできる食事を提供し
ている。

<コメント>

季節感を大切に旬の食材を使い、季節の行事に合わせた献立を取り入れています。食材は安全性を
重視し、納品後は適切な温度管理をして保管し記録しています。給食会議では、クラス担任から子ども
の食べる量や嗜好、喫食状況等を聞き、残食記録と共に状況を把握しています。把握した内容は次に
反映し、味付けや切り方、調理方法などを工夫しています。栄養士は給食時にクラスをまわって食事の
様子を見たり、毎月の食育活動の日に幼児クラスの子どもと一緒に給食を食べて話しを聞いています。
給食室の衛生管理は「衛生管理マニュアル」に沿って適切に対応しています。

Ａ-２-（１）　家庭との緊密な連携

　子どもの生活を充実させるために、家庭との連携を行って
いる。

<コメント>

登園時に家庭での子どもの様子を聞き、降園時にその日の子どもの様子を伝え、保護者と情報交換を
しています。乳児クラスは園が用意した、毎日の家庭と園の連続性を考慮した「保育日記」を使用し、幼
児クラスはホワイトボードでその日の活動の様子などを知らせ、必要に応じて保護者が用意した個人
ノートを使用しています。また、活動を写真に撮って園内に掲示しています。クラス懇談会や個人面談
などで、保護者に日常の保育の様子、園の取り組みや具体的な保育内容、目的を伝えています。保育
参加や保育参観、行事開催時には、保育の意図やそこに至るまでの経過を保護者に伝えるなど、子ど
もの成長を共有できるよう支援しています。個人面談では、保護者との情報交換の内容は記録してい
ます。
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【Ａ18】 Ａ－２－(２)－①　
a

【Ａ19】 Ａ－２－(２)－②
b

Ａ-３　保育の質の向上

第三者評価結果

【Ａ20】 Ａ－３－(１)－①　
a

Ａ-２-（２）　保護者等の支援

　保護者が安心して子育てができるよう支援を行っている。

<コメント>

保育士は、毎日の送迎時に保護者に声掛けをして、コミュニケーションをとり、日頃から保護者と信頼
関係が築けるよう努めています。園のしおりの「ご家庭と保育園のより良い連携を目指して」の項で『ご
相談やご要望をお気軽に保育士または園長にお声かけください』と記載し、いつでも相談しやすい雰囲
気を作るよう配慮しています。窓口は担任もしくは施設長が保護者と相談して打ち合わせをして相談の
場を作り、場合によっては園が保育体制を調節して対応する事もあります。相談の際は、プライバシー
が守られる環境を用意し、落ち着いて話ができるよう配慮しています。相談内容は記録し、職員間で周
知すると共に園全体で見守る体制となっています。相談を受けた保育士が適切な対応が出来るよう、
施設長から助言を受けられる体制となっています。

<コメント>

年間食育計画、月間指導計画、週案などの指導計画や保育日誌などの記録は振り返りを文章化でき
る書式になっており、自己評価は意図とした保育のねらいが達成されたか記入しています。保育の自
己評価は、子どもの成長や意欲を大切に、結果だけでなく取り組む過程を重視しています。保育士は
自己評価を行い、振り返りを次の計画に反映させています。職員はそれぞれの自己評価を共有してカ
リキュラム会議で話し合い、互いの学び合いや専門性の向上に努めています。保育の質の向上を図る
ために園全体の保育実践を振り返り、園の自己評価に繋げています。

　家庭での虐待等権利侵害の疑いのある子どもの早期発
見・早期対応及び虐待の予防に努めている。

<コメント>

職員は、「児童虐待対応マニュアル」を定期的に読み内容を確認しています。虐待等権利侵害の兆候
を見逃さないよう「虐待予防のためのチェックシート」を整備して把握に努めています。「虐待が疑われ
る場合の見守り票」を整備して、虐待等権利侵害があると感じた時は、速やかに保育所内で情報を共
有し、適切に対応を協議する体制が取られています。「関係機関への通告の際の報告用紙」をもとに神
奈川区こども支援課などの関係機関との連携を図るための仕組みがあります。

Ａ-３-（１）　保育実践の振り返り（保育士等の自己評価）

　保育士等が主体的に保育実践の振り返り（自己評価）を行
い、保育実践の改善や専門性の向上に努めている。
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